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１ 改正する条例名 

 ⑴ 長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ⑵ 長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ⑶ 長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

２ 改正理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、従うべき基準で

ある安全計画の策定等に係る基準等を整備する必要があるため。 

 

３ 改正の内容 

⑴ 安全計画の策定等 

利用者の安全確保に関する計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるよう

義務付けるもの。 

対象条例 該当条文 

児童福祉施設基準条例 第 7条の 2  

家庭的保育事業等基準条例 第 8条の 2  

指定通所基準条例 

第 41 条の 2（第 61 条、第 65 条、第 79 条、第 86

条、第 87 条、第 91 条、第 99 条及び第 104 条にお

いて準用する場合を含む。） 

 

⑵ 自動車を運行する場合の所在の確認 

児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を

運行するときは、乗降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握する方法に

より、確認することを義務付けるもの。 

対象条例 該当条文 

児童福祉施設基準条例 第 7条の 3 

家庭的保育事業等基準条例 第 8条の 3 

指定通所基準条例 

第 41条の 3第 2項（第 61条、第 65条、第 79条、

第 86 条、第 87 条及び第 91 条において準用する場

合を含む。） 

 

⑶ 設備の共用や職員の兼務を可能とする 

   保育所等に他の社会福祉施設が併設されている場合、又は保育所等の児童と児童発

達支援事業所等の障害児を交流させる時は、その保育や支援に支障がない場合は、専

従の人員についても共用できることとするもの。 

対象条例 該当条文 

児童福祉施設基準条例 第 10条 

家庭的保育事業等基準条例 第 11条 
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指定通所基準条例 
第 6条第 9項、第 7条第 9項 

第 62条第 3項、第 70条第 4項 

 

⑷ 業務継続計画の策定等（指定通所支援の事業等は規定済み） 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続して提供でき

る体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修及び訓練の実

施等の努力義務を課すもの。 

感染症及び食中毒の発生及びまん延の防止についての取組強化の観点から、訓

練を定期的に開催する努力義務を課すもの。 

対象条例 該当条文 

児童福祉施設基準条例 第 12条の 2、第 14条 

家庭的保育事業等基準条例 第 15条 

 

⑸  懲戒に係る権限の濫用禁止の規定の削除 

   児童虐待の防止等を図る観点から、児童虐待を正当化する口実に利用されてい

るとの指摘のある親権者の懲戒権について、民法の規定が削除されたことに伴い、

同様の措置を講ずるもの。 

対象条例 該当条文 

児童福祉施設基準条例 第 13条 

家庭的保育事業等基準条例 第 14条 

指定通所基準条例 第 47条、第 61条、第 79条 

 

⑹ 職員の数の算定に当たっての看護師等の特例 

   乳児４人以上を入所させる保育所に限り、当分の間、保健師、看護師又は准看

護師を１人に限って、保育士とみなすことができるとされていたが、乳児の在籍

人数の要件が撤廃されたことに伴い、同様の措置を講ずるもの。 

対象条例 該当条文 

児童福祉施設基準条例 附則第３項 

 

４ 施行期日 

⑴ 令和５年４月１日 

⑵ 公布の日（３⑸のみ） 

※  ただし、３⑴の安全計画の策定等の義務について、令和６年３月 31日までの

間、策定等についての経過措置を設ける。（保育所及び家庭的保育事業等を除く。） 

また、３⑵の自動車を運行する場合の所在の確認についても、令和６年３月

31日までの間、安全装置の設置についての経過措置を設ける。 
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５ 新旧対照表 

 ⑴ 長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

改正後 改正前 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。

以下この条及び次条において同じ。）は、児

童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施

設の設備の安全点検、職員、児童等に対する

施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施

設での生活その他の日常生活における安全

に関する指導、職員の研修及び訓練その他児

童福祉施設における安全に関する事項につ

いての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必

要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画に

ついて周知するとともに、前項の研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保育所は、児童の安全の確保に関して保護

者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。 

４ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直

しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行

うものとする。 

〔新設〕 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 児童福祉施設は、児童の施設外で

の活動、取組等のための移動その他の児童の

移動のために自動車を運行するときは、児童

の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の

所在を確実に把握することができる方法に

より、児童の所在を確認しなければならな

い。 

２ 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車

（運転者席及びこれと並列の座席並びにこ

れらより一つ後方に備えられた前向きの座

席以外の座席を有しないものその他利用の

態様を勘案してこれと同程度に児童の見落

としのおそれが少ないと認められるものを

〔新設〕 
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除く。）を日常的に運行するときは、当該自

動車にブザーその他の車内の児童の見落と

しを防止する装置を備え、これを用いて前項

に定める所在の確認（児童の降車の際に限

る。）を行わなければならない。 

（他の社会福祉施設を併せて設置するとき

の設備及び職員の基準） 

（他の社会福祉施設を併せて設置するとき

の設備及び職員の基準） 

第１０条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設

を併せて設置するときは、必要に応じ当該児

童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて

設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼

ねることができる。 

第１０条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設

を併せて設置するときは、必要に応じ当該児

童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて

設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼

ねることができる。ただし、入所している者

の居室及び各施設に特有の設備並びに入所

している者の保護に直接従事する職員につ

いては、この限りでない。 

２ 前項の規定は、入所している者の居室及び

各施設に特有の設備並びに入所している者

の保護に直接従事する職員については、適用

しない。ただし、保育所の設備及び職員につ

いては、その行う保育に支障がない場合は、

この限りでない。 

〔新設〕 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 児童福祉施設は、感染症や非常

災害の発生時において、利用者に対する支援

の提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下この条において「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うよう努めるものとする。 

〔新設〕 

（業務継続計画の策定等） 

〔削除〕 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１３条 児童福祉施設の長は、入所中の児童
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等（法第３３条の７に規定する児童等をい

う。以下この条において同じ。）に対し法第

４７条第１項本文の規定により親権を行う

場合であつて懲戒するとき又は同条第３項

の規定により懲戒に関しその児童の福祉の

ために必要な措置を採るときは、身体的苦痛

を与え、人格を辱める等その権限を濫用して

はならない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１４条 〔略〕 第１４条 〔略〕 

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設におい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並び

に感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に実施するよう努めなければ

ならない。 

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設におい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

３・４ 〔略〕 ３・４ 〔略〕 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

３ 第３７条第３項に規定する保育士の数の

算定については、当分の間、当該保育所に勤

務する保健師、看護師又は准看護師（以下こ

の項において「看護師等」という。）を、１人

に限つて、保育士とみなすことができる。た

だし、乳児の数が４人未満である保育所につ

いては、子育てに関する知識と経験を有する

看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保

育を行うに当たって当該保育所の保育士に

よる支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。 

３ 乳児４人以上を入所させる保育所に係る

第３７条第３項に規定する保育士の数の算

定については、当分の間、当該保育所に勤務

する保健師、看護師又は准看護師を、１人に

限つて、保育士とみなすことができる。 
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 ⑵ 長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

改正後 改正前 

（安全計画の策定等） 

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼

児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業

所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備

の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事

業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育

事業所等での生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導、職員の研修及び訓練そ

の他家庭的保育事業所等における安全に関

する事項についての計画（以下この条におい

て「安全計画」という。）を策定し、当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全

計画について周知するとともに、前項の研修

及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全

の確保に関して保護者との連携が図られる

よう、保護者に対し、安全計画に基づく取組

の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画

の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変

更を行うものとする。 

〔新設〕 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼

児の事業所外での活動、取組等のための移動

その他の利用乳幼児の移動のために自動車

を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降

車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を

確実に把握することができる方法により、利

用乳幼児の所在を確認しなければならない 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業

者を除く。）は、利用乳幼児の送迎を目的と

した自動車（運転者席及びこれと並列の座席

並びにこれらより一つ後方に備えられた前

〔新設〕 
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向きの座席以外の座席を有しないものその

他利用の態様を勘案してこれと同程度に利

用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認

められるものを除く。）を日常的に運行する

ときは、当該自動車にブザーその他の車内の

利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認

（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わな

ければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するとき

の設備及び職員の基準） 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するとき

の設備及び職員の基準） 

第１１条 家庭的保育事業所等は、他の社会福

祉施設等を併せて設置するときは、その行う

保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当

該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一

部を併せて設置する他の社会福祉施設等の

設備及び職員に兼ねることができる。 

第１１条 家庭的保育事業所等は、他の社会

福祉施設等を併せて設置するときは、必要

に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び

職員の一部を併せて設置する他の社会福祉

施設等の設備及び職員に兼ねることができ

る。ただし、保育室及び各事業所に特有の

設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事す

る職員については、この限りでない。 

 

第１４条 削除 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１４条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼

児に対し法第 47 条第３項の規定により懲

戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必

要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、

人格を辱める等その権限を濫用してはなら

ない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１５条 〔略〕 第１５条 〔略〕 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所

等において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修並びに感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施するよう努め

なければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所

等において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

３～５ 〔略〕 ３～５ 〔略〕 
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⑶ 長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

改正後 改正前 

（従業者の員数） 

第６条 〔略〕 

２～８〔略〕 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しく

は家庭的保育事業所等（家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第 61号）第１条第２項に規定する

家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を

行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に入

所し、又は幼保連携型認定こども園に入園し

ている児童と指定児童発達支援事業所に通

所している障害児を交流させるときは、障害

児の支援に支障がない場合に限り、障害児の

支援に直接従事する従業者については、これ

ら児童への保育に併せて従事させることが

できる。 

第７条 〔略〕 

２～８〔略〕 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは

家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携

型認定こども園に入園している児童と指定

児童発達支援事業所に通所している障害児

を交流させるときは、障害児の支援に支障が

ない場合に限り、障害児の支援に直接従事す

る従業者については、これら児童への保育に

併せて従事させることができる。 

（安全計画の策定等） 

第４１条の２ 指定児童発達支援事業者は、障

害児の安全の確保を図るため、指定児童発達

支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事

業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に

対する事業所外での活動、取組等を含めた指

定児童発達支援事業所での生活その他の日

常生活における安全に関する指導、従業者の

研修及び訓練その他指定児童発達支援事業

所における安全に関する事項についての計

（従業者の員数） 

第６条 〔略〕 

２～８〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 〔略〕 

２～８〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 
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画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対

し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなけれ

ばならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全

の確保に関して保護者との連携が図られる

よう、保護者に対し、安全計画に基づく取組

の内容等について周知しなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全

計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画 

の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第４１条の３ 指定児童発達支援事業者は、

障害児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の障害児の移動のために自動

車を運行するときは、障害児の乗車及び降

車の際に、点呼その他の障害児の所在を確

実に把握することができる方法により、障

害児の所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎

を目的とした自動車（運転者席及びこれと並

列の座席並びにこれらより一つ後方に備え

られた前向きの座席以外の座席を有しない

ものその他利用の態様を勘案してこれと同

程度に障害児の見落としのおそれが少ない

と認められるものを除く。）を日常的に運行

するときは、当該自動車にブザーその他の車

内の障害児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認

（障害児の降車の際に限る。）を行わなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 
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第４７条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

（準用） 

第６１条 第５条、第８条、第９条及び前節（第

12 条及び第 47 条を除く。）の規定は、共生

型児童発達支援の事業について準用する。 

（従業者の員数） 

第６２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しく

は家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連

携型認定こども園に入園している児童と基

準該当児童発達支援事業所に通所している

障害児を交流させるときは、障害児の支援に

支障がない場合に限り、障害児の支援に直接

従事する従業者については、これら児童への

保育に併せて従事させることができる。 

（従業者の員数） 

第７０条  

２・３ 〔略〕 

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは

家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携

型認定こども園に入園している児童と指定

医療型児童発達支援事業所に通所している

障害児を交流させるときは、障害児の支援に

支障がない場合に限り、障害児の支援に直接

従事する従業者については、これら児童への

保育に併せて従事させることができる。 

(準用） 

第７９条 第 13条から第 23条まで、第 25条、

第 27条（第４項及び第５項を除く。）から

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第４７条 指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターであるものに限る。）の

長たる指定児童発達支援事業所の管理者

は、障害児に対し法第４７条第１項本文

の規定により親権を行う場合であつて懲

戒するとき又は同条第３項の規定により

懲戒に関しその障害児の福祉のために必

要な措置を採るときは、身体的苦痛を与

え、人格を辱める等その権限を濫用して

はならない。 

（準用） 

第６１条 第５条、第８条、第９条及び前節

（第 12 条を除く。）の規定は、共生型児童

発達支援の事業について準用する。 

（従業者の員数） 

第６２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

（従業者の員数） 

第７０条  

２・３ 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第７９条 第13条から第23条まで、第25条、

第27条（第４項及び第５項を除く。）から
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第 35 条まで、第 37 条、第 39 条から第 42

条まで、第 44 条から第 46 条まで、第 48

条、第 50 条から第 53 条まで及び第 55 条

から第 57条までの規定は、指定医療型児童

発達支援の事業について準用する。この場

合において、第 13条第１項中「第 38条」

とあるのは「第 77条」と、第 17条中「い

う。第 38 条第６号及び」とあるのは「い

う。」と、第 23条第２項中「次条」とある

のは「第 74条」と、第 27条第１項及び第

28条中「児童発達支援計画」とあるのは「医

療型児童発達支援計画」と、第 35条中「医

療機関」とあるのは「他の専門医療機関」

と、第 44 条第１項中「従業者の勤務の体

制、前条の協力医療機関」とあるのは「従

業者の勤務の体制」と、第 55条第２項第２

号中「児童発達支援計画」とあるのは「医

療型児童発達支援計画」と、同項第３号中

「第 36条」とあるのは「第 76条」と読み

替えるものとする。 

（準用） 

第９９条 第１３条から第２３条まで、第２

５条、第２６条、第２７条（第４項及び第

５項を除く。）、第２８条から第３１条まで、

第３３条、第３５条から第３７条まで、第

３９条、第３９条の２、第４１条の２、第

４１条の３第１項、第４２条から第４６条

まで、第４８条、第５０条、第５１条、第

５２条第１項、第５３条から第５５条まで、

第５７条及び第７８条の規定は、指定居宅

訪問型児童発達支援の事業について準用す

る。この場合において、第１３条第１項中

「第３８条」とあるのは「第９８条」と、

第１７条中「いう。第３８条第６号及び第

５２条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第２３条第２項中「次条」と

あるのは「第９７条」と、第２６条第２項

中「第２４条第２項」とあるのは「第９７

条第２項」と、第２７条第１項、第２８条

及び第５５条第２項第２号中「児童発達支

第35条まで、第37条、第39条から第42条ま

で、第44条から第48条まで、第50条から第

53条まで及び第55条から第57条までの規

定は、指定医療型児童発達支援の事業につ

いて準用する。この場合において、第13条

第１項中「第38条」とあるのは「第77条」

と、第17条中「いう。第38条第６号及び」

とあるのは「いう。」と、第23条第２項中

「次条」とあるのは「第74条」と、第27条

第１項及び第28条中「児童発達支援計画」

とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、

第35条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第44条第１項中「従業者

の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあ

るのは「従業者の勤務の体制」と、第55条

第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「医療型児童発達支援計画」と、同

項第３号中「第36条」とあるのは「第76条」

と読み替えるものとする。 

 

（準用） 

第９９条 第１３条から第２３条まで、第２

５条、第２６条、第２７条（第４項及び第

５項を除く。）、第２８条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第３７条まで、

第３９条、第３９条の２、第４２条から第

４６条まで、第４８条、第５０条、第５１

条、第５２条第１項、第５３条から第５５

条まで、第５７条及び第７８条の規定は、

指定居宅訪問型児童発達支援の事業につ

いて準用する。この場合において、第１３

条第１項中「第３８条」とあるのは「第９

８条」と、第１７条中「いう。第３８条第

６号及び第５２条第２項において同じ。」

とあるのは「いう。」と、第２３条第２項

中「次条」とあるのは「第９７条」と、第

２６条第２項中「第２４条第２項」とある

のは「第９７条第２項」と、第２７条第１

項、第２８条及び第５５条第２項第２号中

「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪

-13-



 

 

援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達

支援計画」と読み替えるものとする。 

（準用） 

第１０４条 第１３条から第２３条まで、第

２５条、第２６条、第２７条（第４項及び

第５項を除く。 ）、第２８条から第３１条

まで、第３３条、第３５条から第３７条ま

で、第３９条、第３９条の２、第４１条の

２、第４１条の３第１項、第４２条、第４

４条から第４６条まで、第４８条、第５０

条、第５１条、第５２条第１項、第５３条

から第５５条まで、第５７条、第７８条及

び第９６条から第９８条までの規定は、指

定保育所等訪問支援の事業について準用す

る。この場合において、第１３条第１項中

「第３８条」とあるのは「第１０４条にお

いて準用する第９８条」と、第１７条中「い

う。第３８条第６号及び第５２条第２項に

おいて同じ。」とあるのは「いう。」と、第

２３条第２校中「次条」とあるのは「第１

０４条において準用する第 97条」と、第２

６条第２項中「第２４条第２項」とあるの

は「第１０４条において順用する第９７条

第２項」と、第２７条第１項及び第２８条

中「児童発達支援計画」とあるのは「保育

所等訪問支援計画」と、第４４条第１項中

「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機

関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、

第５５条第２項第２号中「児童発達支援計

画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」

と読み替えるものとする。 

 

 

問型児童発達支援計画」と読み替えるもの

とする。 

（準用） 

第１０４条 第１３条から第２３条まで、第

２５条、第２６条、第２７条（第４項及び

第５項を除く。）、第２８条から第３１条

まで、第３３条、第３５条から第３７条ま

で、第３９条、第３９条の２、第４２条、

第４４条から第４６条まで、第４８条、第

５０条、第５１条、第５２条第１項、第５

３条から第５５条まで、第５７条、第７８

条及び第９６条から第９８条までの規定

は、指定保育所等訪問支援の事業について

準用する。この場合において、第１３条第

１項中「第３８条」とあるのは「第１０４

条において準用する第９８条」と、第１７

条中「いう。第３８条第６号及び第５２条

第２項において同じ。」とあるのは「いう。」

と、第２３条第２項中「次条」とあるのは

「第１０４条に大西課長いて準用する第

97条」と、第２６条第２項中「第２４条第

２項」とあるのは「第１０４条において準

用する第９７条第２項」と、第２７条第１

項及び第２８条中「児童発達支援計画」と

あるのは「保育所等訪問支援計画」と、第

４４条第１項中「従業者の勤務の体制、前

条の協力医療機関」とあるのは「従業者の

勤務の体制」と、第５５条第２項第２号中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所

等訪問支援計画」と読み替えるものとする。 
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